
 

27 平

成

八

年

六

月

十

三

日

提

出 
質

問

第

二

七

号 

         

小
・
中
学
校
図
書
教
材
で
使
用
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

   

提 

出 

者 
 

今 
 

村 
 

 

修 

一 

 



 

全
国
の
小
・
中
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
図
書
教
材
に
お
い
て
、
そ
こ
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
、
イ
ラ
ス
ト
等
の
著
作
物

が
、
著
作
権
者
に
無
断
で
組
織
的
に
大
量
使
用
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
の
で
、
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

小
・
中
学
校
用
図
書
教
材
及
び
同
教
材
出
版
会
社
に
つ
い
て 

二 

文
部
省
が
所
管
す
る
図
書
教
材
出
版
社
の
業
界
団
体
で
あ
る
公
益
法
人
に
つ
い
て 

1 

図
書
教
材
出
版
社
の
業
界
団
体
と
し
て
、
文
部
省
が
所
管
し
て
い
る
公
益
法
人
で
は
ど
の
よ
う
な
名
称
の
法
人
が
あ
る 

2 

同
公
益
法
人
に
加
盟
し
て
い
る
会
社
は
何
社
か
。
ま
た
そ
の
加
盟
会
社
名
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
取
扱
い
内
容
、
売

り
上
げ
規
模
は
ど
の
く
ら
い
か
。 

全
国
の
小
・
中
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
以
外
の
副
読
本
、
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
、
テ
ス
ト
等
の
図
書
教
材
の
総
発

行
部
数
、
売
上
高
、
図
書
教
材
出
版
社
の
数
は
ど
の
く
ら
い
か
。 

の
か
。
ま
た
そ
の
法
人
の
業
務
内
容
、
総
収
入
額
、
総
支
出
額
及
び
そ
の
内
容
（
会
員
何
社
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

な
名
目
で
年
間
ど
れ
く
ら
い
ず
つ
の
金
額
を
集
め
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
の
支
出
内
容
に
つ
い
て
。
）
は
ど
の
よ
う
に 

な
っ
て
い
る
の
か
。 
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三 

文
部
省
が
所
管
す
る
図
書
教
材
業
界
団
体
に
お
け
る
著
作
物
使
用
形
態
に
つ
い
て 

2 

同
業
界
団
体
及
び
同
団
体
加
盟
社
が
、
著
作
権
者
及
び
著
作
権
団
体
等
と
の
間
に
お
い
て
、
著
作
物
貸
出
契
約
の
違
反

等
、
著
作
権
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
否
か
。 

1 

文
部
省
が
所
管
し
て
い
る
業
界
団
体
（
公
益
法
人
）
の
加
盟
社
が
発
行
す
る
図
書
教
材
に
お
い
て
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ

て
い
る
写
真
、
イ
ラ
ス
ト
等
の
著
作
物
は
著
作
権
者
や
著
作
物
の
管
理
者
と
ど
の
よ
う
な
使
用
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
さ

れ
て
い
る
の
か
。
著
作
物
の
買
取
方
式
な
の
か
、
ま
た
は
一
回
ず
つ
の
使
用
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
が
多

い
の
か
。
そ
の
割
合
や
使
用
契
約
の
基
本
的
「
使
用
規
定
」
等
の
内
容
も
含
め
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
。 

4 

同
公
益
法
人
の
役
員
と
所
管
庁
と
の
関
係
（
所
管
庁
の
出
身
者
が
同
法
人
の
代
表
者
に
な
っ
て
い
る
か
。
も
し
代
表
に

な
っ
て
い
た
場
合
、
当
該
代
表
者
の
氏
名
、
出
身
所
管
庁
部
署
等
含
め
た
経
歴
）
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。 

3 

同
公
益
法
人
の
役
員
構
成
（
役
員
そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
や
所
属
会
社
名
及
び
同
会
社
で
の
役
職
等
）
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
。 

ま
た
、
昨
年
度
以
前
の
具
体
的
契
約
内
容
（
使
用
規
定
）
も
含
め
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
。 
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四 

図
書
教
材
の
業
界
団
体
で
あ
る
公
益
法
人
を
所
管
す
る
文
部
省
の
監
督
・
指
導
に
つ
い
て 

2 

図
書
教
材
業
界
の
団
体
で
あ
る
公
益
法
人
を
所
管
す
る
文
部
省
は
、
ど
の
よ
う
な
設
立
目
的
の
も
と
で
当
該
公
益
法
人 

1 

本
著
作
権
及
び
著
作
物
貸
出
契
約
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
当
該
所
管
庁
は
所
管
す
る
当
該
公
益
法
人
や
著
作
権
者 

及
び
問
題
提
起
を
し
て
い
る
著
作
権
団
体
等
に
対
し
て
十
分
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
具
体

的
調
査
方
法
、
内
容
、
ま
た
、
今
後
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 

文
部
省
が
所
管
す
る
教
材
業
界
団
体
の
加
盟
社
が
発
行
す
る
図
書
教
材
中
に
お
い
て
、
海
外
の
著
作
物
が
使
用
さ
れ
て 

い
る
の
か
。
ま
た
は
海
外
の
著
作
物
を
当
該
著
作
権
者
や
財
産
権
者
に
無
断
で
使
用
す
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
の

か
、
否
か
。
海
外
の
著
作
権
団
体
や
諸
機
関
等
か
ら
著
作
物
使
用
に
関
し
て
日
本
の
同
教
材
出
版
社
の
業
界
団
体
や
所
管

庁
及
び
著
作
権
団
体
等
に
対
し
て
問
題
提
起
や
問
い
合
わ
せ
等
が
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

も
し
起
こ
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
被
害
者
名
、
ま
た
は
問
題
提
起
を
し
て
い
る
団
体
名
及
び
加
害
者
と
さ
れ
る
図
書
教

材
出
版
社
及
び
同
社
が
加
盟
す
る
業
界
団
体
名
等
当
該
所
管
庁
に
お
い
て
確
認
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
著
作
権
の
侵
害
を

始
め
た
時
期
や
侵
害
規
模
は
具
体
的
に
ど
の
く
ら
い
か
。
ま
た
過
去
に
お
い
て
同
団
体
加
盟
社
が
同
じ
よ
う
な
著
作
権
ト

ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
る
例
は
あ
っ
た
の
か
。 
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六 

の
設
立
を
認
可
し
た
の
か
。
現
在
そ
の
設
立
目
的
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
は
、
同
公
益
法
人
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の

か
、
否
か
。 

3 

も
し
設
立
目
的
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
や
、
同
業
界
団
体
に
加
盟
す
る
多
数
の
教
材
出
版
社
に
お
い
て
、
組
織
的
に
他

人
の
著
作
物
を
大
量
に
無
断
使
用
を
し
て
い
た
場
合
や
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
不
法
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
同
業
界
団

体
の
代
表
者
が
認
め
た
場
合
、
所
管
庁
で
あ
る
文
部
省
は
ど
の
よ
う
に
同
法
人
に
対
し
て
対
処
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
設

立
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
も
あ
り
得
る
の
か
。 

4 

小
・
中
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
図
書
教
材
は
、
教
育
現
場
に
直
結
し
て
い
る
物
で
あ
り
、
ま
た
著
作
権
等
の
知
的
所

有
権
は
、
国
際
的
に
も
そ
の
権
利
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
現
在
、
同
図
書
教
材
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
写
真
・
イ
ラ
ス
ト

等
の
著
作
物
の
使
用
形
態
に
も
著
作
権
者
の
権
利
が
充
分
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
所
管
庁
に
お
い
て
も
現
状
を

充
分
調
査
の
上
、
監
督
指
導
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
当
該
所
管
庁
で
あ
る
文
部
省
の
見
解
を
う
か
が

い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


